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その他　】 【協働： 】

目的・目標 事業の概要

２.事業の検証

指標名 単位

説明・算定式

活動指標① 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
目

標

実

績

指標名 単位

説明・算定式

活動指標② 平成

１

17年度 平成18年度

.

平成19年度 平成20

事

年度 平成21年度 平成

業

22年度 平成23年度

の

目

標

実

績

指標名 単位

説

位

明・算定式

成果指標①

置

平成17年度 平成18

付

年度 平成19年度 平成

け

20年度 平成21年度

事

平成22年度 平成23

務

年度
目

標

実

績

指標名 単

事

位

説明・算定式

成果指

業

標② 平成17年度 平成

名

18年度 平成19年度

事

平成20年度 平成21

業

年度 平成22年度 平成

担

23年度
目

標

実

績

当

予

進捗状況
遅れ

算

ている理由

平成19年

科

度の主な取組と成果

平

目

成19年度
の検証結果

事

平成20年度  実施

業

計画事業評価シート 頁

種

まちづくり条例策定事

類

業

まちづくり政策部　

ハ

まちづくり政策課

01 ー－080401－03 ド0000 ○ ●

03 基本

ソ

目標３　　人と自然が

フ

調和した、やすらぎの

ト

あるまち
総合計画の

0

根

2 ②〈住みごこち〉　

拠

人にやさしい居住空間

法

をつくる
位置付け

01

令

1 地域の特性や景観

等

を活かしたまちづくり

対

を進める

都市計画法、

象

建築基準法

市民、事業・ 者 平成１７年度 ～ 受

□ ■ □ □ 市民

本市のま

益

ちづくりに市民自らが

者

主体となって参加し、

事

市民、事 良好なまちづ

業

くりを推進するため、

期

市民と協働で進めるま

間

ちづ
業者及び市が相互

委

の責任と信頼のもと協

託

働してまちづくりが進

、

くりの仕組や開発事業

協

に伴う手続きと基準な

働

どを総合的に定め
めら

【

れています。 るまちづ

委

くり条例を制定します

託

。

パブリックコメント

：

実施回数 回

－

1 － －

1

3

まちづくり条例の運用

セ

回

市民主体のまちづく

ク

り活動に対する専門家

・

の派遣等支援回数

－ 3

財

5

－

まちづくり条例策

団

定進捗率 ％

－

100 －

企

－

100

①：予定どお

業

り

平塚市まちづくり条

Ｎ

例を制定した。

Ａ：成

Ｐ

果があがった

Ｏ
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位

00 0.00 0.00

施

0.00 0.00

0 0

策

5,455 5,455

へ

5,455 0 0

0 0 5

の

,886 6,337 7

貢

,864 0 0

● ○ ○ ○

献

○ ○ ○

市民主体のまち

高

づくりを積極的に推進

市

するため、条例の効果

民

的な運用が重要であり

満

、活動団体への支援な

足

ど継続して行う。

現状

度

の規模で、まちづくり

を

条例の適正な運用を図

高

る。

地域の特性に応じ

め

たきめ細かなまちづく

る

りが求められて
おり、

方

そのためには市民との

策

協働によるまちづくり

業

を積
極的に推進してい

有

く必要があり、条例の

効

効果的な運用が
重要で

性

あると考えます。

継続による成果向上の可能性 低
その他

事業の目的､対象､内容
分 高

受益者負担､補助額
妥当性 中

業務の執行体制(人員配置､業務分担)
低

その他
析

業務プロセス改善による効率化の方策
高

コスト削減の可能性
効率性 中

事業手法(民活の余地､事業形態の検討)
低

その他

今後に向けた課題の分析

３.年度別事業内容・事業費 （単位：千円）

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平

項

成20年度 平成21年

目

度 平成22年度 平成2

分

3年度

決算額 決算額 決

析

算額 予算額 計画額 計画

の

額 計画額

事業内容

国庫

視

支出金
財

県支出金
源

起

点

債
内

その他　特財
訳

一

左

般財源

事業費（A）

執

記

行率（%）

内 職員（人

の

）

訳 再任用（人）

人件

視

費（B）

フルコスト（

点

A+B）

に関

４.今後の事業展

す

開（担当課としての提

る

案）
平成21年度の事

分

業の方向性

現状の規模

析

で継続 拡大して継続 縮

・

小して継続 廃止 休止 終

課

了 他事業と統合

＜判断

題

理由＞

平成21年度の

の

取組方針

課長コメント

抽

□ 条例施行後、市は市

出

民の主体的なまちづく

総

りに支援する
●□ とと

合

もに、事業者に対し、

評

指導または助言を行う

価

必要が

■ ある。 ○
□
□

市

市民の主体的なまちづ

民

くりの推進する上で、

ニ

情報の提供
●■ 、専門

ー

家の派遣など継続的な

ズ

支援を行うことが有効

高

であ

■ る。 ○
□
□ 市民

事

主体のまちづくりに関

業

する業務と開発事業に

目

関する
○

□ 業務を分担

的

し、事業の目的を推進

の

することが妥当である

達

●
■ 。

○
□
□ 市が効率

成

的な条例の運用を図る

状

。
○

□
●

■
○

□

条例の

況

効率的な運用を図るた

必

め、市民のまちづくり

要

活動に対する支援及び

性

開発事業の手続や基準

市

を周知する必要がある

の

。

まちづくり条例の条

関

例の運用 条例の運用

策

与

定

0 0 0 0 0 0 0

0 0

の

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

必

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

要

0 431 882 2,4

性

09 0 0

0 0 431 8

低

82 2,409 0 0

0

事

.00 0.00 27.

そ

26

0.00 0.00

の

0.65 0.65 0.

他

65 0.00 0.00

上

0.00 0.00 0.




